
家屋被害の全容把握

倒壊家屋の解体・撤去に向けた環境省の取組
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１ 月 ２ 月

倒壊家屋

家屋解体

全壊・半壊家屋の解体・撤去について、災害等廃棄物処理
事業費補助金及び地方財政措置による市町村への97.5%
の財政支援決定（1/26)
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補助金や公費解体・撤去に
関する自治体向け説明会開
始（1/10以降順次開催）

公費解体・撤去に係る
マニュアルの提供
（1/29)

空家への対応の法的
整理に係る事務連絡
の発出(1/29)

「所有者不明建物管理制度」
等の活用に係る市町職員向け
相談窓口の設置(2月中旬）

災害廃棄物処理の知見を有する
環境省職員や他自治体職員の
派遣(1/2以降順次）

所有者からの解体・撤去申請の受付
被災者への公費解体制度の事前周知・詳細周知

構造物解体協会等との調整
解体・撤去関連業務の業務委託

解体廃棄物の仮置場の確保

対応の優先付け 解体業者と緊急随意契約締結所有者の同意取得

優先順位が高い空家について所有者
の特定

民法の「所有者不明建物管理制度」を
活用し、空家の管理人を申立て・選任空家の場合

特に被害の甚大な地域では、環境省職員と過去
に被災経験を有する他自治体職員から成る解体・
撤去専門チームによる支援(1月末以降順次）
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